
茨木市の新しい総合事業への円滑な移行について　(案）

■介護予防訪問介護、介護予防通所介護（予防給付）から訪問型サービス、通所型サービスへの段階的な移行イメージ

新しい総合事業を開始

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

予防給付
既に介護サービスを受けて
いる者については、初年度
は予防給付を継続

更新時から、新しい総合事
業のサービスに移行

　　　　　　　　　　10月 訪問型サービスＡ、通所型サービスＢの開始

    　　　　　　　４月 介護予防訪問介護相当、介護予防通所型介護予防相当、
　　　　　　　　　　　　　訪問型サービスＣ、通所型サービスＣのサービス開始

新規申請者から、新しい総合事業でのサービス利用を開始

※　できるだけ早期に新しい総合事業に取り組むことで、地域の受け皿の確保や担い手の育成等により通所型、訪問型の各種サービスの多様化を促進する。

経　過　措　置　期　間
区分

介護予防訪問介護
介護予防通所介護

新しい総合事業

全面移行

資料３ 当日差替え 


